
大淀川学識者懇談会規約 

(名称) 

第 1 条 本会は、「大淀川学識者懇談会」( 以下「懇談会」という。)と称する。 

(目的) 

第 2 条 懇談会は、大淀川水系河川整備計画のうち、国管理区間及び宮崎県管理区間に変更

する必要が生じた場合に作成する整備計画の変更原案について意見を述べるものとする。

また、大淀川水系河川整備計画の策定後の流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整備

の進捗状況や進捗の見通し等を適切に反映するために、国管理区間における継続的に行う

内容の点検及び整備計画に基づいて実施される事業のうち、国管理区間における事業評価

の対象事業について、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を

行うものとする。 

(組織等) 

第 3 条 懇談会は、九州地方整備局長が設置する。 

2 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから、九州地方整備局長が委嘱す 

る。 

3 懇談会の委員の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。 

4 懇談会は、必要に応じて委員以外の者に対し、懇談会の場で意見を求めること 

ができる。 

(懇談会の成立) 

第 4 条 懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 

(委員長) 

第 5 条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 

3 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名 

する者が職務を代行する。 

(公開) 

第 6 条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

(事務局) 

第 7 条 事務局は、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所、宮崎県河川課に置く。 

(規約の改正) 

第 8 条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の 3 分の 2 

以上の同意を得てこれを行うものとする。 

(その他) 

第 9 条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会にお 

いて定める。 

(附則) 

この規約は、平成３０年４月４日より施行する。 
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（懇談会の目的） 

1.整備計画内容の点検に対して意見を伺う。 

・流域の社会情勢の変化、地域の意向 

・事業の進捗状況及び見通し 

・河川整備に関する新たな視点（地震津波対策等） など 

2.河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原案に対して意見を伺う。 

3. 整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業につ

いて、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行

う。 

(参考１) 河川整備計画 

河川法第 16 条の 2 第 3 項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める 

ときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

河川法第 16 条の 2 第 7 項 

第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -



【委　員】

氏　名 所属・役職 分　野

入江　光輝
　宮崎大学　工学部
　社会環境システム工学科　教授

河川工学

甲斐　亮典 前・宮崎県文化財保護審議会　会長 文化財

神田　猛 宮崎大学　名誉教授 魚類・漁業

杉尾　哲
宮崎大学　名誉教授
NPO法人　大淀川流域ネットワーク　代表理事

河川工学

鈴木　祥広
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　教授

水環境

糠澤　桂
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　助教

河川生態学

平岡　直樹
南九州大学　環境園芸学部　環境園芸学科
地域景観学研究室　教授

景観

松浦　里美 弁護士 法律・経済

皆川　朋子
熊本大学大学院 先端科学研究部 環境科学部門 水圏環境分野 准教授
工学部 社会環境工学科

河川生物

宮下　敦典 宮崎県土地改良事業団体連合会　常務理事 水利

村上　啓介 宮崎大学工学部国際教育センター　副学長 水工学・海岸

※敬称略

大淀川学識者懇談会
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小丸川学識者懇談会規約 

(名称) 

第 1 条 本会は、「小丸川学識者懇談会」( 以下「懇談会」という。)と称する。 

(目的) 

第 2 条 懇談会は、小丸川水系河川整備計画（国管理区間）（以下、「整備計画」という。）

策定後の流域の社会情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗の見通し等を適

切に反映するために、継続的に行う内容の点検及び必要が生じた場合に作成する整備計画

の変更の原案について意見を述べるものとする。また、整備計画に基づいて実施される事

業のうち、事業評価の対象となる事業について、九州地方整備局長が設置する事業評価監

視委員会に代わって審議を行うものとする。 

(組織等) 

第 3 条 懇談会は、九州地方整備局長が設置する。 

2 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから、九州地方整備局長が委嘱す 

る。 

3 懇談会の委員の任期は原則として２年とし、再任を妨げない。 

4 懇談会は、必要に応じて委員以外の者に対し、懇談会の場で意見を求めること 

ができる。 

(懇談会の成立) 

第 4 条 懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 

(委員長) 

第 5 条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

2 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 

3 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名 

する者が職務を代行する。 

(公開) 

第 6 条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

(事務局) 

第 7 条 事務局は、国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所に置く。 

(規約の改正) 

第 8 条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の 3 分の 2 

以上の同意を得てこれを行うものとする。 

(その他) 

第 9 条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会にお 

いて定める。 

(附則) 

この規約は、平成２７年９月２９日より施行する。 
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（懇談会の目的） 

1.整備計画内容の点検に対して意見を伺う。 

・流域の社会情勢の変化、地域の意向 

・事業の進捗状況及び見通し 

・河川整備に関する新たな視点（地震津波対策等） など 

2.河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原案に対して意見を伺う。 

3. 整備計画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業につ

いて、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行

う。 

(参考１) 河川整備計画 

河川法第 16 条の 2 第 3 項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認める 

ときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

河川法第 16 条の 2 第 7 項 

第三項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 
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【委　員】

氏　名 所属・役職 分　野

入江　光輝
　宮崎大学　工学部
　社会環境システム工学科　教授

河川工学

甲斐　亮典 前・宮崎県文化財保護審議会　会長 文化財

神田　猛 宮崎大学　名誉教授 魚類・漁業

杉尾　哲
宮崎大学　名誉教授
NPO法人　大淀川流域ネットワーク　代表理事

河川工学

鈴木　祥広
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　教授

水環境

糠澤　桂
宮崎大学　工学教育研究部
社会環境システム工学科　助教

河川生態学

平岡　直樹
南九州大学　環境園芸学部　環境園芸学科
地域景観学研究室　教授

景観

松浦　里美 弁護士 法律・経済

皆川　朋子
熊本大学大学院 先端科学研究部 環境科学部門 水圏環境分野 准教授
工学部 社会環境工学科

河川生物

宮下　敦典 宮崎県土地改良事業団体連合会　常務理事 水利

村上　啓介 宮崎大学工学部国際教育センター　副学長 水工学・海岸

※敬称略

小丸川学識者懇談会
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学識者懇談会の目的

１．河川整備計画内容の点検を継続的に実施する
・流域の社会情勢の変化、地域の意向
・事業の進捗状況
・河川整備に関する新たな視点など

２．河川整備計画変更の必要性が生じた場合に変更原
案に対して意見を伺う

３．内容の点検においては、５年に一度実施する事業
再評価（継続や見直し等）や事業完了後５年以内に
実施する事後評価についての意見を伺う
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学識者懇談会の開催予定

小丸川河川整備計画の点検・変更等

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 備考

整備計画の
策定・変更

策定 R25.8策定

変更

整備計画の
点検・再評価

点検 ● ● ● ● ● ● ● 原則毎年

再評価 ● ● 5年に１回

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 備考

整備計画の
策定・変更

策定 H18.3策定

変更 H30.6変更

整備計画の
点検・再評価

点検 ● ● ● ● ● ● ● 原則毎年

再評価 ● 5年に１回

本庄川新規
かわまち
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